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☆海外の特許庁（知的財産庁）における政策動向比較 ⑴

１．はじめに
日本における産業財産権制度（特許、実用新案、

意匠、商標制度）は、発明、デザイン、商標などの
知的創造の成果を保護・活用し、産業の発達に寄与
することを目的として、特許庁が所管している。特
許庁においては、この目的のため、特許・意匠・商
標の出願を受け、技術的観点や法律的観点からの審
査を行い、独占的な権利を付与するかどうかを判断

する産業財産権の適切な付与の取組や、産業財産権
施策企画立案、国際的な制度調和と途上国協力の推
進、産業財産と制度の見直し、中小企業・大学等に
対する支援、産業財産権情報提供の拡充等、我が国
産業の発展に向けた取組を手掛けている。

海外においては、産業財産権制度だけでなく、著
作権制度を所管し、知的財産庁として産業や文化の
発展に寄与することを目的とした取組を実施する例
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